
 町田市戸籍事務取扱規程の一部を改正する規程を定める。 

 

令和８年６月１２日 

 

                                              町田市長  稲 垣 康 治 

 

町田市規程第１０号 

６月２６日迄掲示 



町田市戸籍事務取扱規程の一部を改正する規程 

町田市戸籍事務取扱規程（平成１４年７月町田市規程第８号）の一部を次のように

改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（戸籍に関する証明書等の交付等） （戸籍に関する証明書等の交付等） 

第５条 略 

２・３ 略 

第５条 略 

２・３ 略 

４ 前項の規定にかかわらず、個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。次条において同じ。）、出

入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第

３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定

する特定在留カード又は日本国との平和条約

に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）

第１６条の２第１項に規定する特定特別永住

者証明書（電子署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務に関する法律（平

成１４年法律第１５３号。次条において「認

証法」という。）第３条第１項に規定する個人

番号カード用署名用電子証明書を記録したも

のに限る。）を保有する者は、次に掲げる証明

書の交付の請求を戸籍法施行規則（昭和２２

年司法省令第９４号。以下「規則」という。）

第７９条の２の４第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法により行うことがで

きる。 

（１）町田市が正本を備える戸籍等に係る全部

事項証明書、個人事項証明書、謄本又は抄

本 

 

（２）略 

（自動交付機による全部事項証明書等の交

付） 

４ 前項の規定にかかわらず、個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号。次条において「番号法」とい

う。）第２条第７項に規定する個人番号カー

ドであって、電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律

（平成１４年法律第１５３号。次条において

「認証法」という。）第３条第１項に規定する

個人番号カード用署名用電子証明書を記録し

たものに限る。）を保有する者は、次に掲げる

証明書の交付の請求を戸籍法施行規則（昭和

２２年司法省令第９４号。以下「規則」とい

う。）第７９条の２の４第１項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法により行うこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

（１）町田市が正本を備える戸籍等に係る全部

事項証明書、個人事項証明書、謄本又は抄

本（いずれも自己が記載されている戸籍等

に係るものに限る。） 

（２）略 

（自動交付機による全部事項証明書等の交

付） 



第５条の２ 前条の規定にかかわらず、個人番

号カード（認証法第２２条第１項に規定する

個人番号カード用利用者証明用電子証明書を

記録したものに限る。）又は移動端末設備（認

証法第１６条の２第１項に規定する移動端末

設備であって、認証法第３５条の２第１項に

規定する移動端末設備用利用者証明用電子証

明書が記録された電磁的記録媒体が組み込ま

れたものに限る。）を保有する者は、自動交付

機（町田市の電子計算機と電気通信回線によ

り接続された端末機で、利用者自らが必要な

操作を行うことにより証明書等を自動的に交

付する機能を有するものをいう。）により町

田市が正本を備える戸籍に係る全部事項証明

書及び個人事項証明書（次項において「全部

事項証明書等」という。）の交付を請求するこ

とができる。 

 

２ 略 

第５条の２ 前条の規定にかかわらず、個人番

号カード（番号法第２条第７項に規定する個

人番号カードであって、認証法第２２条第１

項に規定する個人番号カード用利用者証明用

電子証明書を記録したものに限る。）又は移

動端末設備（認証法第１６条の２第１項に規

定する移動端末設備であって、認証法第３５

条の２第１項に規定する移動端末設備用利用

者証明用電子証明書が記録された電磁的記録

媒体が組み込まれたものに限る。）を保有す

る者は、自動交付機（町田市の電子計算機と

電気通信回線により接続された端末機で、利

用者自らが必要な操作を行うことにより証明

書等を自動的に交付する機能を有するものを

いう。）により町田市が正本を備える戸籍に

係る全部事項証明書及び個人事項証明書（次

項において「全部事項証明書等」という。）の

交付を請求することができる。 

２ 略  

附 則 

この規程は、令和８年６月１４日から施行する。 


